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資料No.２

議事２ 太陽光・中小水力のゾーニング方法、
風力ゾーニングエリアの設定
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資料No.２

議事２-①
本事業の目的・位置づけ
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本事業の目的
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久慈市の目指す陸域の再生可能エネルギー発電によるエネルギーの地産地消
に向けて、①再生可能エネルギー発電の早期普及に向けた情報整理や各種調
査を実施、②事業性・二酸化炭素削減効果の見通しを検討する。

本ゾーニング結果については、久慈市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
の目標設定に反映する＝上位計画の中で地域全体の見通しを示す。

これに併せて、陸域の再生可能エネルギーの導入に向け、③地域関係者（県及
び近隣自治体、発電事業者等）との合意形成を図る。

地域全体の再生可能エネルギーの導入可能量とCO2削減
効果の算出、目標設定

「エネルギーの地産地消」のビジョンを描く

環境影響評価の迅速化に資する検討

2050年ゼロカーボンに向けた本事業のミッション
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出典：環境省「地域脱炭素化促進事業の促進区域等の基本的考え方」 2021年 10 月

本ゾーニングの位置づけ
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本ゾーニングの位置づけ

出典：環境省「地域脱炭素化促進事業の促進区域等の基本的考え方」 2021年 10 月
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本ゾーニングの位置づけ
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出典：環境省「地域脱炭素化促進事業の促進区域等の基本的考え方」 2021年 10 月

本ゾーニングの位置づけ
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議事２-②
太陽光・中小水力のゾーニングの手法
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久慈市再エネゾーニングの流れ

陸上風力 太陽光 中小水力

日照条件
NEDO全天日射量マップから日照条
件を確認

産業用
10kW以上

家庭用
10kW未満

１次スクリーニング
事業性に係る情報：地形条件、交通ア
クセス性、既設発電所の情報を確認

ゾーニングマップの作成

【公共施設・低未利用地】
久慈市提供資料により整理

現地調査場所の選定

促進エリア、調整エリア、保全エリアの設定

【住宅・商業施設】
環境省「REPOS」の
太陽光導入ポテン
シャル（500ｍメッ
シュ）を確認

河川条件
国土数値情報から河
川の状況を確認

風況条件
環境省風況マップから
風況条件を確認

２次スクリーニング
法令等の制約を受ける情報：自然公園、

鳥獣保護区域、保安林など

環境省「REPOS」か
ら中小水力導入ポテ
ンシャル（河川ライ
ン）を確認

本ゾーニングの手法
陸上風力、太陽光、中小水力を対象として以下のフローでゾーニングを実施
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陸上風力ゾーニングに基づく基本エリアの設定

１次スクリーニング（事業性に係る情報）および、２次スクリーニング（環境配慮
に係る情報）の結果をもとに関係者と協議の上、ゾーニングマップの基本エリアと
して、「保全エリア」「調整エリア」「促進エリア」の３種類を設定する。
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【STEP1】 1次スクリーニング

事業性に係る情報：風況、地形
条件、既存の風力導入計画等
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【STEP２】 ２次スクリーニン
環境配慮に係る情報
・保安林
・鳥獣保護区域
・国立公園（特別保護区）等

【STEP３】 ゾーニングマップ
基本エリアの設定

ゾーニング（案）
調査エリア選定

追加的な
環境調査

【STEP４】 ゾーニング報告書

＜ゾーニングのフロー＞

陸上風力発電ゾーニング手法

＜ゾーニングの実例＞

「風力発電に係る地方公共団体によるゾーニングマニュアル（第２版）」に基づ
いて、アセス配慮書段階のエリア設定までのゾーニングを実施する。
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区分 区分 対象 面積 備考

①産業用（大規模） 環境影響評価法 ・第一種（法アセス必須）：40MW以上

・第二種（法アセス要否を個別に判断）：

30MW以上

・第一種40ha以上
・第二種30ha以上
※10m2/1kWで試算

森林伐採や
造成が伴う
設備導入

【発電設備規
模の目安】
1ha（1万m2）
/1MW※

※参考まで
に東京ドーム
の面積が
4.6ha

岩手県環境影響評価
条例に基づく環境影響
評価

・第一種（条例アセス必須）：発電所敷地等の

面積（造成済みの工業専用地域である部

分を除く）が50ha以上

・第二種（条例アセス要否を個別に判断）：発

電所敷地等の面積（造成済みの工業専用

地域である部分を含む）が20ha以上

普通地域内における発電所敷地等の面積が

10ha以上

特別地域内における発電所敷地等の面積が

1ha以上

※普通地域・・・国立公園の普通地域 等

特別地域・・・国立公園の特別地域 等

・第一種50ha以上
・第二種20ha以上

②産業用（中規模） 上記の対象とならない
事業

・10ｋW以上 ・0.01ha以上
※10m2/1kWで試算

農地や未利
用地への設
備導入

③家庭用 住宅・商業施設の屋上、
壁面に設置する発電設
備

・10ｋW未満 ・0.01ha未満
※10m2/1kWで試算

建物の屋上
や敷地への
設備導入

太陽光発電の分類

太陽光発電ゾーニング手法
太陽光発電の規模に応じて、①産業用（大規模）、②産業用（中規模）、③家庭
用の３パターンに分けてゾーニングを実施する。
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太陽光発電設備※の分布状況
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＜土地利用状況と既設の太陽光発電設備の導入状況＞
出典：国土数値情報「土地利用細分100ｍメッシュ」

資源エネルギー庁「FIT設備認定容量]

太陽光発電ゾーニング手法

現状、都市部郊外の用地への産業用太
陽光が合計28千ｋW※の導入がみられる。

※未稼働設備込み

太陽光発電FIT設備認定容量(千kW)

28
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太陽光発電ゾーニング手法
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①産業用太陽光発電（大規模）
【STEP1】 1次スクリーニング

事業性に係る情報：地形条件、交通
アクセス性、既設発電所の情報、遊
休地、耕作放棄地

【STEP２】 ２次スクリーニング
（環境配慮に係る情報）
・保安林
・鳥獣保護区域
・自然公園区域など

【STEP３】 ゾーニングマップ
（基本エリアの設定）

【STEP４】 ゾーニング報告書

＜ゾーニングのフロー＞

ゾーニング（案）
調査エリア選定

追加的な
環境調査

＜複雑地形評価の実例＞

100ｍメッシュ単位（１MW程度）で複雑地形の評価

地形条件として、土地の安定性への配慮
として急傾斜地、軟弱地盤について整理す
るほか、事業性の観点から複雑地形の評
価を実施。
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太陽光発電ゾーニング手法

- 15 -

②産業用太陽光発電（公共施設及び未利用地・耕作放棄地）

【STEP1】 公共施設、未利用地・耕作
放棄地情報の整理・図化
→久慈市より資料提供予定

【STEP２】 ゾーニングマップ
（基本エリアの設定）

【STEP３】 ゾーニング報告書

＜ゾーニングのフロー＞

出典：久慈市「公共施設等総合管理計画（H27）]

公共施設位置を地図上におとして、施設延床面
積等から太陽光発電導入ポテンシャルを推
→500ｍメッシュ単位で評価

＜公共施設＞

＜未利用地・耕作放棄地＞

用地位置を地図上におとして、用地面積から
太陽光発電導入ポテンシャルを推計
→500ｍメッシュ単位で評価

公共施設や未利用地・耕作放棄地を対象と
してゾーニングを行うとともに、太陽光パネル
設置可能面積から導入ポテンシャルを推計

公共施設及び未利用地・耕作放棄地への導入可
能エリアを500mメッシュ単位で図示
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太陽光発電ゾーニング手法
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【STEP１】環境省「REPOS」を採用

して、太陽光導入ポテンシャルを
図化

③家庭用太陽光

【STEP３】 ゾーニング報告書

・住宅、商業施設

【STEP２】 パネル設置レベル１~
３※で導入ポテンシャルを整理

＜ゾーニングのフロー＞

＜住宅、商業施設の導入ポテンシャル500ｍメッシュ＞
出典：環境省「REPOS]

環境省「REPOS」
を活用してゾーニングを行うとともに、
太陽光導入ポテンシャルを整理

環境「REPOS」を採用

施設屋根・敷地への太陽光導入可能エリアを
500ｍメッシュ単位で図示
※レベル１・・・屋根等にパネル設置
レベル２・・・屋根等＋敷地にパネル設置
レベル３・・・屋根等＋敷地＋建物壁面にパネル設置

L1_設備容量(千kW) L2_設備容量(千kW) L3_設備容量(千kW)

26 74 97
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中小水力発電ゾーニング手法
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＜ゾーニング調査の流れ＞

【STEP1】 環境省「REPOS」の中小

水力発電（河川）導入ポテンシャ
ルを整理

【STEP２】導入ポテンシャルが高
い河川を対象に数地点抽出

【STEP４】 ゾーニング報告書

ゾーニング（案）
調査エリア選定

追加的な
環境調査

【STEP３】 ゾーニングマップ
基本エリアの設定

＜中小水力（河川）導入ポテンシャル＞
出典：環境省「REPOS]

環境「REPOS」を採用

環境省「REPOS」を活用してゾーニング

を行うとともに、中小水力導入ポテン
シャルを整理

中小水力河川_設備容量(千kW)

5.83

＜中小水力発電設備のイメージ＞

出力10～5,000kW

※明確な定義はないが出力 30,000kW 以下の水力発電を中小水力発
電と定義しているケースが多い
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議事２-③
風力ゾーニングエリア設定の考え方
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ゾーニングマップのエリア設定の考え方

配慮書の位置づけ 項目 エリア設定 法令等に基づく設定根拠 備考

環境保全に係る情
報（生活環境など）

学校、病院、福祉
施設、図書館 保全エリア

環境省REPOSでは建物より
500m以上距離を確保してい

る。「発電所に係る環境影響
評価の手引第2章2. ( 2 ) 判
定基準の内容（平成31年3月、

経済産業省）」によれば、風
力発電所の事業特性や過去
のアセス実績等を踏まえ、環
境影響の及ぶ範囲を十分に
包絡する範囲を1kmとしてい
る。

施設中心より500ｍ以上
の距離を確保する。
【資料No.3のP5~P12】

建物（住居含む）

保全エリア

人口メッシュ（総務省国勢
調査）にかかる建物を抽
出し、

抽出した建物外周線より
500ｍ以上の距離を確保
する。
【資料No.3のP13~P14】

保全エリア：法規制や重要な自然環境等の課題により開発を抑制すべきエリア
（開発は原則不可）

風力発電のゾーニングエリアの設定についてはR3年度は、基本エリアのうち、保
全エリア（素案）の設定までを行う。

保全エリアとなり得る項目 ※特に備考欄の要協議記載の項目を確認
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配慮書の位置づけ 項目 エリア設定 法令等に基づく設定根拠 備考

環境保全に係る情
報（生物の多様性・
自然環境・自然と
の触れ合い）

植生自然度図、特
定植物群落

調整エリア

法令等は無いが、自然植生
（植生自然度 9 及び 10）、特

定植物群落等の保全上重要
と思われるエリアは、地域特
性を踏まえて決定する必要
がある。

【資料No.3のP15~16】
要協議

重要里地里山、生
物多様性保全のた
めの重要地（KBA）

調整エリア

法令等は無いが、生物多様
性の保全上重要と思われる
エリアは、地域特性を踏まえ
て決定する必要がある。

【資料No.3のP17~18】
要協議

環境保全等の法令
等により指定され
た保護地域

自然公園区域（国
立公園、都道府県
立）

保全エリア

自然公園内の開発行為は自
然公園法施行規則等または
岩手県立自然公園条例によ
り、許可基準が定められてお
り、要届出行為となる普通地
域においても自然風景の保
護に著しい支障を及ぼす可
能性が高いと考えられること
から、自然公園内のすべて
の地域を保全エリアとする。

国定公園の指定なし。
【資料No.3のP19~20】
要協議

ゾーニングマップのエリア設定の考え方
※R3年度は、基本エリアのうち、保全エリア（素案）の設定までを行う。
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配慮書の位置づけ 項目 エリア設定 法令等に基づく設定根拠 備考

環境保全等の法令
等により指定され
た保護地域

鳥獣保護区（都道
府県指定）

調整エリア

鳥獣の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する法律
により、鳥獣の保護又はその
生息地の保護を図ることが明
記されているが、必ずしも立
地ができないと明記されてい
るわけではないため、要協議
エリアとする。

国指定鳥獣保護区は指
定なし。
【資料No.3のP21】
要協議

保安林（国有林・民
有林）

調整エリア

水源涵養、災害防備、生活環
境保全、保健休養の場の提
供、その他公共の目的を達成
するために指定されており、
原則保安林指定解除は認め
られていないが、指定理由が
消滅したとき、および公益上
の理由が生じたときには解除
が認められる場合があるため、
要協議エリアとする。

【資料No.3のP22】
要協議

保護林（国有林）

調整エリア

林野庁の開発許可制度により、
利用許可を得られる可能性が
あるため、要協議エリアとする。

【資料No.3のP23】
要協議

ゾーニングマップのエリア設定の考え方
※R3年度は、基本エリアのうち、保全エリア（素案）の設定までを行う。
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配慮書の
位置づけ

項目 エリア設定 法令等に基づく設定根拠 備考

環境保全
等の法令
等により
指定され
た保護地
域

砂防指定
地

調整エリア

砂防法施行条例により、施設や工作物の新築・改築・除却、
掘削・切土・盛土などの土地の形状変更、立木竹の伐採
など治水上砂防のため支障があると認められる行為が制
限されている。これらの行為をしようとするときは知事の許
可を受ける必要があるため、要協議エリアとする。

【資料No.3の
P24】
要協議

地すべり防
止区域

調整エリア

地すべり等防止法により、地表水を放流、停滞させる行為
や地下水を増加させる行為など地すべりの防止を阻害し、
又は地すべりを助長、誘発する行為について制限されて
いる。これらの行為をしようとするときは知事の許可を受
ける必要があるため、要協議エリアとする。

【資料No.3の
P25】
要協議

急傾斜地
崩落危険
区域

調整エリア

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により、
水を放流し又は停滞させる行為や、切土・盛土など、急傾
斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為
について制限されており、これらの行為をしようとするとき
は知事の許可を受ける必要があるため、要協議エリアと
する。

【資料No.3の
P26】
要協議

土砂災害
警戒区域、
土砂災害
警戒特別
区域

調整エリア

土砂災害防止法に基づき、都道府県知事により指定され
た区域であり、特に土砂災害特別警戒区域は、特定開発
行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われるた
め、要協議エリアとする。

【資料No.3の
P27】
要協議

ゾーニングマップのエリア設定の考え方
※R3年度は、基本エリアのうち、保全エリア（素案）の設定までを行う。
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配慮書の位置づ
け

項目 エリア設定 法令等に基づく設定根拠 備考

環境保全等の法
令等により指定さ
れた保護地域

国指定文化
財等

調整エリア

文化財保護法により、指定された文
化財の現状変更だけでなく、文化財
の保存に影響を及ぼす行為につい
ても許可が必要となっており、指定
された区域外においても保全の対
象となっている場合があり、取り扱
いを慎重に行う必要があるため、要
協議エリアとする。

指定範囲のデータなし。代
表点の位置情報のみあり。
【資料No.3のP28】
要協議

社会的調整が必
要な地域等

農用地区域

調整エリア

農業振興地域の整備に関する法律
により、農業振興地域の農用地区
域内において宅地の造成、土石の
採取その他の土地の形質の変要を
しようとする場合、又は建築物及び
その他の工作物の新築、増築、改
築をしようとする場合は、あらかじめ、
これらの開発行為について開発許
可基準に該当しないことを確認の上、
知事の許可を受けなければならな
い。そのため要協議エリアとする。

【資料No.3のP29】
要協議

ゾーニングマップのエリア設定の考え方
※R3年度は、基本エリアのうち、保全エリア（素案）の設定までを行う。


